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契 約 の 相 手 方

根 拠 法 令

随意契約の理由

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建築住宅局建築課・設備課 （電話番号 078-595-6593 ）

随意契約理由書

多井畑小学校大規模改修工事修正設計業務

株式会社　都市・計画・設計研究所　神戸事務所
代表取締役　神戸事務所長　平井　仁

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当

　本業務は、令和６年3月29日に完了した「西代中学校他１校大規模改修工事設計業務」のうち、
多井畑小学校大規模改修工事にかかる設計図書一式の見直し業務である。
　また、合わせてトイレの床乾化工事の設計を追加するが、当該トイレが当初設計業務と同一設
計範囲・箇所であるため、当初契約先以外の事業者が受注した場合、業務の責任の所在が不明瞭
となる。
　したがって、本業務は上記の契約先でないと履行することができない。


